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嵐谷　安雄
あらしだに やす お

　
10
月
15
日
、
国
連
の
障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
に
向
け
て
、
今
臨
時
国
会
で
条
約
を
審
議
す
る

こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

障
害
者
権
利
条
約
が
閣
議
決
定

い
よ
い
よ
国
会
審
議
へ

障
害
者
権
利
条
約
が
閣
議
決
定

い
よ
い
よ
国
会
審
議
へ

　

国
連
障
害
者
権
利
条
約
は
、
平
成
18
年
に
国
連

で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
は
19
年
に
署
名
、
翌

20
年
５
月
に
は
発
効
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
25
年

18
月
現
在
、１
３
７
カ
国
・
機
関
が
批
准
し
て
い
ま

す
。
政
府
は
21
年
に
障
害
者
基
本
法
の
８
項
目
を

改
正
す
る
こ
と
で
、
条
約
を
批
准
す
る
た
め
の
手

続
き
を
進
め
よ
う
と
し
ま
し

た
が
、
８
項
目
の
改
正
だ
け

で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

障
害
者
団
体
の
声
を
受
け
、

批
准
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
条
約
批
准
の
前
提

条
件
と
し
た
３
つ
の
法
律

（
障
害
者
基
本
法
改
正
、
障

害
者
総
合
支
援
法
成
立
、
障

害
者
差
別
解
消
法
成
立
）
が

整
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
や

政
党
で
は
、
批
准
に
向
け
動

き
だ
ま
し
た
。

　

10
月
４
日
に
は
自
民
党
、

８
日
に
は
公
明
党
で
、
条
約

の
批
准
に
向
け
た
障
害
者
団

体
へ
の
説
明
・
意
見
交
換
が
、

関
係
省
庁
が
出
席
す
る
な
か

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
月
15
日
に
は
条
約

の
批
准
に
つ
い
て
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
、
ま
た
、

そ
の
日
の
午
後
に
は
、
政
権
交
代
後
初
め
て
開
催

さ
れ
た
国
連
障
害
者
の
権
利
条
約
推
進
議
員
連
盟

総
会
で
、批
准
の
早
期
推
進
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
参
加
し
た
日
本
障
害
フ
ォ
ー
ラ
ム
代
表
の

嵐
谷
安
雄
（
日
身
連
会
長
）
が
あ

い
さ
つ
に
立
ち
、「
条
約
批
准
を
目

前
の
こ
の
重
要
な
時
期
に
、
議
連

総
会
を
開
催
い
た
だ
け
る
こ
と
に

心
強
く
感
じ
る
次
第
で
す
。

条
約
批
准
の
上
は
、締
結
国
と
し
て

国
内
法
制
度
の
さ
ら
な
る
向
上
の

た
め
に
議
員
の
皆
さ
ま
、各
省
庁
の

皆
さ
ま
の
一
層
の
お
力
添
え
を
お

願
い
し
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

な
お
、
議
員
連
盟
の
新
体
制
は
、

高
村
正
彦
議
員
（
自
民
）
を
新
会

長
に
、
清
水
誠
一
議
員
（
自
民
）

が
事
務
局
長
に
選
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
条
約
の
批
准
の
承
認

に
つ
い
て
は
、
現
在
開
催
さ
れ
て

い
る
臨
時
国
会
に
お
い
て
審
議
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

第
３
次
障
害
者
基
本
計
画
が
閣
議
決
定

差
別
解
消
・
防
災
復
興
な
ど
新
分
野
加
わ
る

　

政
府
は
9
月
27
日
の
閣
議
で
、
今
年
度
か
ら
5
年

間
に
わ
た
る
新
た
な
障
害
者
基
本
計
画
を
決
定
し

ま
し
た
。
こ
の
基
本
計
画
は
、
障
害
者
政
策
委
員
会

に
お
い
て
昨
年
7
月
か
ら
検
討
が
続
け
ら
れ
、パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
す
。

　

障
害
者
基
本
計
画
は
、
障
害
者
基
本
法
に
基
づ

き
政
府
が
策
定
す
る
障
害
者
施
策
に
関
す
る
基
本

計
画
で
、
今
回
は
第
3
次
計
画
と
な
り
ま
す
。
計

画
の
期
間
は
社
会
情
勢
等
の
変
化
が
激
し
い
こ
と

な
ど
か
ら
、
従
来
の
10
年
間
か
ら
5
年
間
に
短
縮

さ
れ
、
平
成
29
年
度
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
平
成
23
年
に
改
正
さ
れ
た
障
害
者
基

本
法
を
踏
ま
え
た
障
害
者
施
策
の
基
本
原
則
の
見

直
し
を
中
心
に
、
障
害
者
を
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
（
客
体
）
と
と
ら
え
た
従
来
の
考
え
方
か
ら
、

自
ら
の
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
社
会
参
加
し
て
い

く
主
体
と
と
ら
え
、
障
害
者
施
策
の
策
定
や
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者
や
そ
の
家
族
な
ど
関
係

者
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
尊
重
す
る
、
と

い
っ
た
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

分
野
別
に
み
る
と
、
改
正
障
害
者
基
本
法
に
お

い
て
新
設
さ
れ
た
基
本
的
施
策
の
内
容
な
ど
も
踏

ま
え
て
、
10
の
分
野
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
う
ち

「
安
心
・
安
全
（
防
災
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
な
ど
）」「
差
別
の
解
消
及
び
権
利
擁
護
の

推
進
」「
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
に
お
け
る
配
慮
（
選

挙
等
及
び
司
法
手
続
等
に
お
け
る
配
慮
な
ど
）」

の
3
つ
の
分
野
が
新
た
に
加
わ
り
ま
し
た
。

1．  生活支援
　障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実　等

2．  保健・医療
　精神障害者の地域移行の推進、難病に関する施策の推進　等

3．  教育、文化芸術活動・スポーツ等
　新たな就学決定の仕組みの構築、文化芸術活動等の振興　等

8．  差別の解消及び権利擁護の推進
　障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止　等

9．  行政サービス等における配慮
　選挙等及び司法手続等における配慮　等

10．  国際協力
　権利条約の早期締結に向けた取組、国際的な情報発信　等

4．  雇用・就業、経済的自立の支援
　障害者雇用の促進及び就労支援の充実、福祉的就労の底上げ　等

5．  生活環境
　住宅の確保、バリアフリー化の推進、障害者に配慮したまちづくり　等

6．  情報アクセシビリティ
　放送・通信等のアクセシビリティの向上、意思疎通支援の充実　等

7．  安全・安心
　防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護　等

※項目７，８，９は第３次計画における新規分野

分野別施策の基本的方向

議連会長としてあいさつする高村衆議院議員

こ
う
む
ら
ま
さ
ひ
こし

み
ず
せ
い
い
ち

あ
つ
こ


